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ファンドラップ（ウエルス・スクエア） 
外国債券 

運用報告書(全体版) 
 

第２期（決算日2018年３月29日） 
 

作成対象期間（2017年３月30日～2018年３月29日） 

受益者のみなさまへ 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 
 

●当ファンドの仕組みは次の通りです｡ 
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券 
信 託 期 間 2016年10月20日以降、無期限とします。 

運 用 方 針 

主として、世界の債券（投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債や世界の高利回り社
債、新興国の公社債など）を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目
標に運用を行うことを基本とします。 
投資する投資信託証券については、実質的な外貨建て資産については為替ヘッジを行わないことを基本とするもの、もしくはこれらに
類するものに限定することを基本とします。 
投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアによる各投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析お
よび投資環境等の定性判断等に基づく投資配分比率に関する助言をもとに各投資信託証券への配分比率を決定します。なお、組入投資
信託証券については適宜見直しを行います。 

主な投資対象 
主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金
融商品等に直接投資する場合があります。 

主な投資制限 
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 

分 配 方 針 
毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘
案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 
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－ 1 － 

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

○設定以来の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

債   券 
組 入 比 率 

債   券 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

(設定日) 円 円 ％ ％ ％ 百万円 

2016年10月20日 10,000 － － － － 1 

１期(2017年３月29日) 10,441 0 4.4 97.1 － 120 

２期(2018年３月29日) 10,578 5 1.4 97.9 － 831 
 
＊基準価額の騰落率は分配金込み。 

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 

＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率  騰 落 率 

(期  首) 円 ％ ％ ％ 

2017年３月29日 10,441 － 97.1 － 

３月末 10,553 1.1 97.3 － 

４月末 10,599 1.5 97.4 － 

５月末 10,697 2.5 95.4 － 

６月末 10,851 3.9 97.6 － 

７月末 10,784 3.3 97.5 － 

８月末 10,906 4.5 97.0 － 

９月末 11,103 6.3 97.6 － 

10月末 11,128 6.6 97.6 － 

11月末 11,060 5.9 97.5 － 

12月末 11,189 7.2 97.1 － 

2018年１月末 10,834 3.8 97.9 － 

２月末 10,552 1.1 98.0 － 

(期  末)     

2018年３月29日 10,583 1.4 97.9 － 
 
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

◎運用経過 

○期中の基準価額等の推移 
 

  

  
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2017年３月29日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 

 

○基準価額の主な変動要因 

基準価額は、期首10,441円から期末10,578円となりました。 

 

（上昇要因） 

・外国債券マザーファンドが値上がりしたこと 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

○投資環境 

＜世界債券市場＞ 

北朝鮮やシリアの情勢を巡り地政学的リスクが意識されたこと、トランプ米大統領とロシア

の不適切な関係を巡る問題が浮上したこと、次期FRB（米連邦準備制度理事会）議長にパウエ

ル氏が指名される見込みとなり、今後の利上げペースは大きく加速しないとの観測が高まった

こと、2018年２月の米国株式市場の急落を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことなど

を背景に堅調に推移し、当作成期間では値上がりとなりました。 

 

＜高利回り債券市場＞ 

フランス大統領選挙においてマクロン氏が勝利し欧州の政治先行き不透明感が和らいだこ

と、OPEC（石油輸出国機構）やIEA（国際エネルギー機関）が相次いで世界の原油需要見通し

を上方修正したことを受けて原油価格が堅調に推移したこと、米国の税制改革法案が成立し企

業業績への期待が高まったことなどを背景に堅調に推移し、当作成期間ではハイ・イールド債、

エマージング・マーケット債は値上がりとなりました。 

 

＜為替市場＞ 

2017年６月の米CPI（消費者物価指数）が低下傾向を示したことなどを背景にFRBによる利

上げ観測が後退したこと、2018年１月に日銀が超長期の国債買い入れを減額したことを受けて

金融緩和縮小が意識されたこと、２月に世界的な株安を受けて投資家のリスク回避姿勢が強

まったことなどを背景に、当作成期間では米ドルは円に対して下落しました。 

一方、フランス大統領選挙の結果を受けて欧州の政治に対する先行き不透明感が和らいだこ

と、ドラギECB（欧州中央銀行）総裁がジャクソンホールで開かれたシンポジウムでの講演で

ユーロ高をけん制する姿勢を示さなかったこと、ECBの理事が金融政策の正常化について前向

きな発言をしたことなどを背景に、当作成期間ではユーロは円に対して上昇しました。 

 

○当ファンドのポートフォリオ 

世界の債券（投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世

界の公社債や世界の高利回り社債（ハイ・イールド債）、新興国の公社債（エマージング・マー

ケット債）など）を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲイ

ンの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行いました。 

投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スク

エア」という）からの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選

定および投資信託証券への投資配分比率の決定を行いました。 
※なお、投資する投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わないことを基本とするもの、もしくはこれらに

類するものに限定することを基本とします。 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

・投資信託証券組入比率 

投資方針に基づいて、当作成期を通じて高位の組入れを維持しました。 

 

・指定投資信託証券の見直し 

ウエルス・スクエアからの助言に基づき、当期において投資対象ファンドの見直しは行いま

せんでした。 

 

・指定投資信託証券の組入れ比率推移 

 
 

○当ファンドのベンチマークとの差異 

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が

存在しないため、ベンチマーク等はありません。 

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額

騰落率です。 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

◎分配金 

収益分配金については、基準価額水準等を勘案して決定しました。 

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 

 

○分配原資の内訳 

 （単位：円、１万口当たり・税込み） 

項 目 
第２期 

2017年３月30日～ 
2018年３月29日 

当期分配金 5  

(対基準価額比率) 0.047％ 

 当期の収益 5  

 当期の収益以外 －  

翌期繰越分配対象額 578  
 

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 

 

 

◎今後の運用方針 

投資信託証券への投資にあたっては、ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・

定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行

います。 

ウエルス・スクエアはポートフォリオの構築にあたり、投資信託証券の期待リターンやリス

ク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づき、投資配分比率に関する助言を行

います。 

組入投資信託証券については適宜見直しを行います。 

 

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 
※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について 

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行われており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規

制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等

を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが

想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合

があります。 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

○１万口当たりの費用明細 (2017年３月30日～2018年３月29日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 59  0.540  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） (49)  (0.454)  ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 
基準価額の算出等 

 （ 販 売 会 社 ） ( 6)  (0.054)  購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 
および事務手続き等 

 （ 受 託 会 社 ） ( 4)  (0.032)  ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 

（b） そ の 他 費 用 2   0.022   (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） ( 2)  (0.020)  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 
送金・資産の移転等に要する費用 

 （ 監 査 費 用 ） ( 0)  (0.002)  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 

 （ そ の 他 ） ( 0)  (0.000)  信託事務の処理に要するその他の諸費用 

 合 計 61   0.562    

期中の平均基準価額は、10,854円です。  

 
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

＊その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 

＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。 

 

○売買及び取引の状況 (2017年３月30日～2018年３月29日) 

 

銘 柄 
設 定 解 約 

口 数 金 額 口 数 金 額 
 千口 千円 千口 千円 
外国債券マザーファンド 215,757 485,397 14,635 32,939 

新興国債券マザーファンド 111,656 207,418 38,413 69,960 
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 179,242 208,802 63,482 72,406 

 
＊単位未満は切り捨て。 

 

親投資信託受益証券の設定、解約状況 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

○利害関係人との取引状況等 (2017年３月30日～2018年３月29日) 

 

＜ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券＞ 

 該当事項はございません。 

 

＜外国債券マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 51,705 715 1.4 109,992 730 0.7 

平均保有割合 0.0%       
 
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。 

 

＜新興国債券マザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 6,301 152 2.4 632 － － 

平均保有割合 1.1%       
 
 
 

＜米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド＞ 

区       分 
買付額等 

Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
為替直物取引 862 32 3.7 180 8 4.4 

平均保有割合 6.7%       
 
 
 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村
信託銀行です。 

 

○自社による当ファンドの設定、解約状況 (2017年３月30日～2018年３月29日) 

期首残高 
（元 本） 

当期設定 
元  本 

当期解約 
元  本 

期末残高 
（元 本） 

取 引 の 理 由 

百万円 百万円 百万円 百万円  
1 － － 1 当初設定時における取得 

 

  

利害関係人との取引状況 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

○組入資産の明細 (2018年３月29日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

外国債券マザーファンド 22,576 223,697 499,584 

新興国債券マザーファンド 20,024 93,267 164,364 

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 31,286 147,046 163,412 
 
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。 

 

○投資信託財産の構成 (2018年３月29日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

外国債券マザーファンド 499,584 59.3 

新興国債券マザーファンド 164,364 19.5 

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 163,412 19.4 

コール・ローン等、その他 14,714 1.8 

投資信託財産総額 842,074 100.0 
 
＊金額の単位未満は切り捨て。 

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（620,110,497千円）の投資信託財産総額（622,251,412千円）に対する

比率は99.7％です。 

＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（13,793,136千円）の投資信託財産総額（14,022,264千円）に対する

比率は98.4％です。 

＊米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,929,687千円）の投資信託財産総額

（1,935,168千円）に対する比率は99.7％です。 

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝106.90円、１カナダドル＝

82.71円、１英ポンド＝150.29円、１スイスフラン＝111.71円、１スウェーデンクローナ＝12.79円、１ノルウェークローネ＝13.60円、１デ

ンマーククローネ＝17.66円、１ユーロ＝131.58円、１ズロチ＝31.25円、１シンガポールドル＝81.47円、１リンギ＝27.63円、１豪ドル＝

81.81円、１メキシコペソ＝5.84円、１ランド＝9.09円。 

 

 

親投資信託残高 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2018年３月29日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 842,074,603   

 コール・ローン等 10,529,110   

 外国債券マザーファンド(評価額) 499,584,502   

 新興国債券マザーファンド(評価額) 164,364,701   

 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額) 163,412,873   

 未収入金 4,183,417   

(B) 負債 10,455,314   

 未払収益分配金 393,072   

 未払解約金 8,211,805   

 未払信託報酬 1,843,101   

 未払利息 20   

 その他未払費用 7,316   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 831,619,289   

 元本 786,145,219   

 次期繰越損益金 45,474,070   

(D) 受益権総口数 786,145,219口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,578円 
 

（注）期首元本額は115,295,253円、期中追加設定元本額は785,000,661

円、期中一部解約元本額は114,150,695円、１口当たり純資産額

は1.0578円です。 
 

○損益の状況 (2017年３月30日～2018年３月29日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △     3,768   

 支払利息 △     3,768   

(B) 有価証券売買損益 △19,556,902   

 売買益 2,869,897   

 売買損 △22,426,799   

(C) 信託報酬等 △ 2,586,099   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △22,146,769   

(E) 前期繰越損益金 △ 1,661,133   

(F) 追加信託差損益金 69,675,044   

 (配当等相当額) (   8,499,209)  

 (売買損益相当額) (  61,175,835)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 45,867,142   

(H) 収益分配金 △   393,072   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 45,474,070   

 追加信託差損益金 69,675,044   

 (配当等相当額) (  11,212,387)  

 (売買損益相当額) (  58,462,657)  

 分配準備積立金 17,320,557   

 繰越損益金 △41,521,531   
 
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる

ものを含みます。 

＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等

相当額を含めて表示しています。 

＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設

定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい

ます。 

 

（注）分配金の計算過程（2017年３月30日～2018年３月29日）は以下の通りです。 

項 目 
当 期 

2017年３月30日～ 
2018年３月29日 

a. 配当等収益(経費控除後) 16,969,308円 

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円 

c. 信託約款に定める収益調整金 28,153,513円 

d. 信託約款に定める分配準備積立金 744,321円 

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 45,867,142円 

f. 分配対象収益(１万口当たり) 583円 

g. 分配金 393,072円 

h. 分配金(１万口当たり) 5円 
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

○分配金のお知らせ  

１万口当たり分配金（税込み） 5円 
 
※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。 

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。 

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。 

 

○お知らせ 

外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

 ＜変更適用日：2017年３月31日＞ 
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＜お申し込み時の留意点＞

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下 ｢申込不可日｣ といいます。）が
あります。
お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますよ
うよろしくお願いいたします。

（2018年3月29日現在）
年　月 日
2018年３月 29、30

４月 ２
５月 ２、７、25、28
６月 －
７月 ３、４
８月 24、27、31
９月 ３
10月 －
11月 ９、12、21、22
12月 21、25、26

※ 2018年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により
突然変更される場合があります。
したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、
販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。
なお、弊社ホームページ（http://www.nomura-am.co.jp/）にも掲載いたしております。
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